
児童虐待防止推進月間

女性に対する暴力をなくす運動
11/12～11/25

11月

暴力や虐待は、身体的なことばかりではありません。

ささいな言動と思っていても怖いと思ったら

それは『暴力』かもしれません。

暴力や虐待は一人で抜け出すことは難しいものです。

もしかしたら・・と思ったらためらわず相談を！

・叩いたり蹴ったりする

・戸外に放置する

・病院に連れて行かない

・食事を与えない

・衣類がいつも汚れている

・家や車に置き去りにする

・無視する ・見下す ・脅す

・「怒らせるお前が悪い」と言う

・叩いたり蹴ったりする

・物を投げつける

・殴るふりをする

・髪を引っ張る

・治療を受けさせない

・性行為や中絶を強要する

・避妊しない

・無視する ・怒鳴る

・傷つくことを繰り返し言う

・他の子と比べてばかりいる

・夫婦喧嘩や暴力を見せる

・刃物をむける

盛岡市男女共同参画推進室 626-7525 こども家庭センター 601-2414

（児童虐待相談）

（ＤＶ相談）

身体的DV

精神的DV

経済的DV

・十分な生活費を渡さない

・外で働くことを妨害する

・使い道を細かくチェックする

性的DV 身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

・性的行為をする

・性行為を見せる

・児童ポルノの被写体にする

社会的DV

・外出や付き合いを制限する

・携帯電話をチェックする


